
   一般財団法人あかしこども財団こどもの居場所づくり事 

業助成金交付要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、こどもの居場所づくりの推進を目的として、明石市内にこども

食堂を開設し、又は運営する団体又は個人に対して、予算の範囲内において、こど

もの居場所づくり事業助成金（以下「助成金」という。）を交付することに関し必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (１) こども食堂 子どもたちが食を通じて地域とふれあい、豊かな人間性や社会

性を育むすべての子どもの居場所として開設し、又は運営されるもので、支援が

必要な子どもを関係機関につなぐ気づきの地域拠点としての機能を有するもの

をいう。 

 (２) 食事型 こども食堂において手作りの食事を提供することをいう。 

 (３) 市販品型 こども食堂において市販の食品を提供することをいう。 

 (４) テイクアウト・デリバリー型 手作りの食事を子どもの自宅等に持ち帰るこ

と、又は子どもの自宅等に届けることをいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付対象となる者（以下「助成対象者」）は、次に掲げる要件のすべ

てを満たす団体又は個人をいう。 

 (１) 明石市内でこども食堂を開設し、又は運営すること。 

 (２) 明石市民がスタッフとして運営に関わっており、代表者、運営スタッフその

他協力の人員を含む体制が一定程度整っていること。 

 (３) 原則として月１回以上自主的及び継続的に実施するものであること。 

 (４) こども食堂について地域への適切な周知がなされ、主に市内に居住する子ど

もの十分な参加が見込まれること。 

 (５) 子どもに、学習、遊び又は地域住民との交流活動等の様々な体験の機会を提

供すること。 

 (６) 地域に開かれた運営ができること。 

 (７) 保健衛生上、安全上及び管理上適切な配慮ができること。 

(８) 法令及び公序良俗に反しないこと。 



２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、助成対象としないものとする。 

(１) 営利を目的としている場合 

(２) 政治、宗教又は思想活動を目的としている場合 

（助成金の種類及び額） 

第４条 助成金の種類及び額は、別表第１に定めるとおりとする。ただし、飲食店営

業を許可された飲食店がこども食堂を運営する場合は、別表第２に定めるとおりと

する。 

（助成対象経費） 

第５条 助成金の交付の対象となる経費は、こども食堂の開設又は運営に要する経費

であって、別表第３に定めるもののうち、理事長が適当と認めるものとする。 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする助成対象者（以下「申請者」という。）は、次

に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。 

(１) こども食堂運営者情報（様式第１号） 

(２) こども食堂計画書（様式第２号） 

(３) こどもの居場所づくり事業助成金申請書兼請求書（様式第３号） 

(４) その他理事長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定） 

第７条 理事長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容が助成対

象として該当するか否かについて、別に定める審査要領において定める審査委員に

より審査するものとする。 

２ 理事会は、前項の規定による審査により助成対象に該当すると認められた申請に

ついて、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、理事長は、その結果を速や

かに申請者に通知するものとする。 

（助成金の交付） 

第８条 理事長は、助成金の交付を決定された者（以下「交付決定者」という。）に対

して、速やかに助成金を交付するものとする。 

（状況報告等） 

第９条 理事長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、事業の実施状

況について報告を求め、又は職員に現地調査等の調査を行わせることができる。 

２ 理事長は、前項の報告又は調査の結果、交付決定者の実施状況が適正でないと認

められるときは、その是正を指示することができる。 



(事業内容の変更等） 

第１０条 交付決定者は、事業内容を変更し、中止し、又は事業を廃止しようとする

ときは、事前に理事会の承認を得なければならない。 

（実施報告） 

第１１条 交付決定者は、事業が完了したときは、毎年４月末日までに、次に掲げる

書類を理事長に提出しなければならない。 

 (１) こどもの居場所づくり事業助成金変更申請書兼精算書（様式第４号） 

 (２) こども食堂実施報告書（様式第５号） 

 (３) その他理事長が必要と認める書類 

（助成金の精算） 

第１２条 理事長は、前条に規定する実施報告書を受理したときは、その内容を審査 

 し、助成金を清算するものとする。 

２ 前項の清算の結果、助成金の交付額が実支出額を上回るときは、理事長は、その

差額を返還させるものとする。 

（積立） 

第１３条 交付決定者は、毎事業年度返還金が生じた場合において、翌事業年度に実

施する事業の経費に充てるため、理事長の承認を得て、５万円を上限として助成金

を積み立てることができるものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１４条 理事会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の

交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、助成金が既に交付されているとき

は、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

 (１) 偽りその他不正行為により助成金の交付決定を受けたとき。 

 (２) 助成金の交付決定の内容又はこの要綱の規定に違反したとき。 

 (３) その他理事会が交付決定者として適当でないと認めたとき。 

（補則） 

第１５条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 

附 則（令和３年４月２３日制定） 

この要領は、制定の日から施行する。 

附 則（令和４年５月２０日制定） 

 この要領は、制定の日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 



種類 食事型 市販品型 テイクアウト・デ

リバリー型 

運営助成（開催１回

につき） 

２０，０００円 １０，０００円 ３０,０００円 

特別助成（１年度に

つき） 

５０，０００円 ３０，０００円 ５０,０００円 

衛生管理助成（食品

衛生責任者養成講習

会の受講料実費） 

１人当たり ８，０００円 

専門職連携助成 開催１回につき ５,０００円 

助成金の上限額 １年度につき １,３００，０００円 

別表第２（第４条関係） 

種類 食事型 市販品型 テイクアウト・デリバリー型 

運営助成（開催１回

につき） 

１０，０００円 １５，０００円 

特別助成 １年度につき ２０，０００円 

専門職連携助成 開催１回につき ５,０００円 

助成金の上限額 １年度につき ６５０，０００円 

別表第３（第５条関係） 

運営助成 
食材費、消耗品費、使用料、印刷製本費、保険料、謝礼金、通信費、

旅費、その他理事長が必要と認める経費 

特別助成 備品購入費、その他理事長が必要と認める経費 

 

  



 

様式第１号（第６条関係） 

 

こども食堂運営者情報 

 

こども食堂の名称（※） 
 

 

運営団体（※） 
 

 

代
表
者 

氏名 
 

 

住所 
〒    － 

 

電話番号 
【自宅】（    ）    －      

【携帯】（    ）    － 

注 ※の内容は、ホームページ等で公開させていただきます。 

担
当
者 

氏名 
 

 

ＦＡＸ （    ）    －   

メール           ＠ 

住所 

〒    － 

 

※担当者と代表者が同一の場合は記入不要 

電話 

【自宅】（    ）    －      

【携帯】（    ）    － 

※担当者と代表者が同一の場合は記入不要 

 

スタッフ名簿 

 氏名 
住所 

（町名まで記入） 

肩書や職業・

資格等 

食品衛生責任者 
養成講習会 

受講した方 未受講の方 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10      

注 記入欄が足りない場合は、任意の用紙に記入してください。 



 

様式第２号（第６条関係） 

こども食堂計画書 

（こども食堂の名称：          ） 

 

こども食堂を始めるきっかけや目的（新規開設時のみ） 

 

 

 

 

 

 

開催場所・調理場所 

開催場所（配布場所） 

 

調理場所 □開催場所と同じ 

定員：              人 
料金：子ども 無料   大人    円 

その他（              ） 

当日の流れ 

 ：  ～    ：     内容（                  ） 

  ：  ～    ：     内容（                  ） 

  ：  ～    ：     内容（                  ） 

  ：  ～    ：     内容（                  ） 

食事以外の活動（遊びや学びといった食事以外の活動） 

 

 

 

参加者からの申込み方法・問い合わせ連絡先 

申込み方法 

問い合わせ連絡先 

加入する保険（いずれかに☑を入れてください） 

☐社会福祉協議会の行事用保険 

☐その他（                  ） 

ボランティアの受け入れの可否 

受け入れない  受け入れる（調理、遊び、学び、その他：          ） 

注 上記の内容はすべてホームページ等で公開させていただきます。 



 

様式第３号（第６条関係） 

 

こどもの居場所づくり事業助成金申請書兼請求書 

 

年  月  日  

一般財団法人あかしこども財団 

理事長 様 

こども食堂の名称  

運営団体  

代表者氏名                    ㊞ 

 

こどもの居場所づくり事業助成金の交付を申請するとともに、同事業助成金を請求いたし

ます。 

１ 請求額     ￥          円 

区分 食事型 市販品型 
テイクアウト・ 

デリバリー型 
合計 

運営助成 
20,000 × 

開催回数  回 

10,000円 × 

開催回数 回 

30,000円 × 

開催回数 回 
円 

特別助成 50,000円 30,000円 50,000円 円 

衛生管理助成 8,000円×人数（    ） 円 

専門職連携助成 円（上限 5,000円）×  回 円 

飲食店等の場合 

区分 食事型 
テイクアウト・ 

デリバリー型 
合計 

運営助成 
10,000円 × 

開催回数  回 

15,000円 × 

開催回数  回 
円 

特別助成 20,000円 円 

 

２ 振込先口座 

金融機関名 銀行・信用金庫・農協・（    ） 

支店名                支店 

口座 □普通 □当座 口座番号  

口座名義 
 

 

注１ 口座名義は通帳に記載されているとおりにご記入ください。 

注２ 預金通帳（表紙と１ページ目）の写しを添付してください。 



 

様式第４号（第１１条関係） 

 

こどもの居場所づくり事業助成金変更申請書兼精算書 

 

年  月  日  

一般財団法人あかしこども財団 

理事長 様 

こども食堂の名称  

運営団体  

代表者氏名                             ㊞ 

 

申請内容を変更しましたので、次のとおり申請します。 

１ 変更前 

区分 食事型 市販品型 
テイクアウト・ 

デリバリー型 
合計 

運営助成 
20,000円 × 

開催回数 回 

10,000円 × 

開催回数 回 

30,000円 × 

開催回数 回 
円 

特別助成 50,000円 30,000円 50,000円 円 

衛生管理助成 8,000円×人数（    ） 円 

専門職連携助成 円（上限 5,000円）× 回 円 

飲食店等の場合 

運営助成 
10,000円 × 

開催回数   回 

15,000円 × 

開催回数  回 
円 

特別助成 20,000円 円 

変更前 合計         円 

２ 変更後 

区分 食事型 市販品型 
テイクアウト・ 

デリバリー型 
合計 

運営助成 
20,000円 × 

開催回数 回 

10,000円 × 

開催回数 回 

30,000円 × 

開催回数 回 
円 

特別助成 50,000円 30,000円 50,000円 円 

衛生管理助成 8,000円×人数（    ） 円 

専門職連携助成 円（上限 5,000円）× 回 円 

飲食店等の場合 

運営助成 
10,000円 × 

開催回数   回 

15,000円 × 

開催回数  回 
円 

特別助成 20,000円 円 

変更後 合計         円 

 

変更前と変更後の差額（返還分）                   円 

助成金の残額                   円 

返還額の合計                   円 

注 変更申請理由書（別紙）を添付してください。 



 

 

様式第５号（第１１条関係） 

 

こども食堂実施報告書 

                                年   月   日 

 

一般財団法人あかしこども財団 

 理事長 様 

                  こども食堂の名称：              

 

                  運  営  団  体：              

   

                  代 表 者 氏 名：              

 

こども居場所づくり事業が完了しましたので、一般財団法人あかしこども財団こどもの居

場所づくり事業助成金交付要領第１１条の規定により、その実績を次のとおり報告します。 

 

１ 事 業 名     こどもの居場所づくり事業 

 

２ 実施期間        年  月  日 から    年  月  日 まで 

 

３ 添付書類 

（１） 別紙１ こども食堂活動記録 

（２） 別紙２ こども食堂収支記録 

 

 


